
いいえ 

はい 

申請類型フローチャート（訂正差替版） 

自分にあてはまる場合は  あてはまらない場合は  の矢印の方へ進んでください。  

はい いいえ 

＊大学教員は「類型４」を、海外資格取得者は「類型５」をご覧ください。  ＳＴＡＲＴ 

学校心理学関連の大学院修士課程・専門職学位課程（注1）を修了している。 
*当年度末に修得見込みが確実である場合も可 

学校心理学関連の大学院修士課程・
専門職学位課程（注1）において、学校
心理学に関する所定の領域に属する
科目の単位（注2）を全て修得している。
または、それと同等以上の単位を修得
している。 
*当年度末に修得見込みが確実である場合も可 

類型１ 

類型２ 

類型３ 

類型４ 

類型５ 

教育委員会、教育研究所・センターな
どの専門機関での活動経験がある。 

申請できません 

大学（短大を含む）、大学院で、学校心理学関連の授業科目を担当または実習指導をしており 
（専門的実務経験）、かつ学校心理学に関する十分な研究業績（5編以上）がある。 
 

◇学歴に関わらず、大学（短大を含む）または大学院で学校心理学に関する2年以上の教育経験があれば 
   それをもって専門的実務経験に代えることができます。 
◇大学の非常勤講師の場合には、専任教員が年間で4コマ（単位数は問いません）の講義・演習などを担当 
  していることを基準にして、換算・評価されます。 

外国の大学院などにおいて、学校心理学の専門教育を受け、スクールサイコロジスト、スクール
カウンセラーなどの資格を有する、またはそれと同等以上の資質と能力がある。 

※ 注1、注2、注3については4ページを参照してください。資格申請条件の詳細は1～4ページを確認してください。 

補 

はい いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

学校心理学に関する専門的実務経験が5年
以上（注3）ある。 

はい 

はい 

はい 

はい 

【Ａ】 

【Ｂ】 

【Ｃ】 

はい 

学校心理学の視点に基づいて児童生
徒と関わりを持つような活動である場
合は、通常学級の担任としての教育活
動も専門的実務経験とみなすことは可

能です。 

21ページ「申請類型フローチャート」に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。 

学校心理学に関する専門的実務経験（申請
時直前5年以内）が1年以上（注3）ある。 
 

*当年度末に修了見込みの場合：第1の要件は、申請の
前年度までに学校心理学に関する所定の領域に属する
科目（注2）のうち、2010年度以前の入学者は5つの領域
において各1科目（2単位）以上、2011年度以降の入学者
は実習を除く5つの領域（学校心理学、教授・学習心理学、
発達心理学、臨床心理学のうち4領域が含まれていること
が望ましい）において各1科目（2単位）以上を修得してい
ること。第2の要件は、第1の要件を満たした後、大学院入
学後に1年以上の専門的実務経験を行うこと。ただし、教
員等の場合には、大学院入学直前5年以内の学校心理
学に関する専門的実務経験を充てることができる。 

*類型1-見込み 

*補-見込み 

「学校心理学関連の大学院修士課程・専門職学位課程修了者で、学校心理学に関する所定の
領域に属する科目（注2）のうち、2010年度以前の入学者は4つの領域において各1科目（2単位）
以上、2011年度以降の入学者は実習を除く4つの領域において各1科目（2単位）以上を修得し、
かつ学校心理学に関する専門的実務経験が2年以上（注3）ある」、または、「学校心理学関連以
外の大学院修士課程・専門職学位課程の修了者、あるいは学部卒業者で、学校心理学に関す
る専門的実務経験が5年以上（注3）ある」の何れかに該当する。 

学校の教員としての活動経験がある。 


